
平
成
四
年
一
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日
受
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四
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衆
議
院
議
員
大
野
由
利
子
君
提
出
国
営
（
国
民
）
公
園
、
国
立
美
術
館
・
博
物
館
等
の
入
園
料
無
料
化
等
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
二
第
四
号 

平
成
四
年
一
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 
内 

義 

雄 
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内
閣
総
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大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
大
野
由
利
子
君
提
出
国
営
（
国
民
）
公
園
、
国
立
美
術
館
・
博
物
館
等
の
入
園
料
無
料 

化
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

国
営
公
園
は
、
広
域
的
な
利
用
を
前
提
と
す
る
大
規
模
な
公
園
で
あ
り
、
施
設
内
容
も
多
様
か
つ
高
度
で
利 

 

用
者
の
受
け
る
便
益
の
程
度
が
高
い
こ
と
等
か
ら
利
用
者
に
過
大
な
負
担
と
な
ら
な
い
範
囲
で
入
園
料
を
徴
収 

 

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
入
園
料
は
妥
当
な
額
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

国
営
公
園
、
国
民
公
園
（
新
宿
御
苑
）
及
び
国
立
の
美
術
館
・
博
物
館
の
入
園
料
等
の
高
齢
者
及
び
身
体
障
害 

者
に
対
す
る
減
免
措
置
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
あ
っ
せ
ん
に
関
し
十
分
な
検
討
を
行
う
た
め
、
現
在
、
類
似 

 

施
設
の
高
齢
者
及
び
身
体
障
害
者
に
対
す
る
入
園
料
等
の
取
扱
い
の
実
態
等
に
関
し
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

国
営
公
園
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
趣
旨
か
ら
原
則
と
し
て
入
園
料
を
徴
収
し
て
お 

 
 

り
、
ま
た
、
国
民
公
園
（
新
宿
御
苑
）
に
つ
い
て
も
、
適
正
な
利
用
及
び
維
持
管
理
を
図
る
た
め
原
則
と
し
て
入 

園
料
を
徴
収
し
て
い
る
が
、
全
国
共
通
に
行
わ
れ
る
行
事
等
で
特
に
国
営
公
園
又
は
国
民
公
園
（
新
宿
御
苑
）
を 

無
料
開
放
す
る
こ
と
が
そ
の
趣
旨
に
合
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施
に
合
わ
せ
て
例
外
的
に
無
料
開
放
し 

 

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
無
料
開
放
日
を
更
に
増
や
す
こ
と
は
、
現
在
、
考
え
て
い
な
い
。 

ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
園
内
電
気
自
動
車
の
運
行
に
つ
い
て
は
、
供
用
区
域
の
拡
大
等
に
応
じ
、
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り 

 

た
い
。 

四 

 



八
に
つ
い
て 

ま
た
、
国
民
公
園
に
つ
い
て
は
、
車
い
す
で
利
用
で
き
る
便
所
は
、
三
箇
所
の
国
民
公
園
す
べ
て
に
お
い
て 

 

設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
体
箇
所
数
は
、
改
築
中
の
も
の
を
含
め
て
十
二
で
あ
る
。
な
お
、
案
内
標
識
等
へ 

 

の
表
示
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
措
置
し
て
ま
い
り
た
い
。 

国
営
昭
和
記
念
公
園
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
に
そ
の
一
部
に
つ
い
て
供
用
を
開
始
し
、
平
成
三
年
十
二
月 

 

末
現
在
、
計
画
区
域
百
八
十
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
う
ち
百
十
九
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域
を
供
用
し
て
い
る
。 

 

平
成
三
年
度
以
降
は
、
引
き
続
き
、
子
供
の
森
、
北
の
森
等
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

国
営
公
園
に
つ
い
て
は
、
車
い
す
で
利
用
で
き
る
便
所
は
、
供
用
を
開
始
し
て
い
る
十
箇
所
の
国
営
公
園
す 

 

べ
て
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
体
箇
所
数
は
八
十
八
で
あ
る
。
ま
た
、
八
箇
所
の
国
営
公
園
に
お 

 

い
て
、
案
内
標
識
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
そ
の
設
置
場
所
を
明
示
し
て
お
り
、
残
り
の
二
箇
所
の
国
営
公
園
に 

 

つ
い
て
も
、
現
在
そ
の
準
備
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五 

 



 

六 

ま
た
、
現
在
公
共
の
用
に
供
し
て
い
る
十
館
の
国
立
の
美
術
館
・
博
物
館
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
に
お 

 

い
て
車
い
す
で
利
用
で
き
る
便
所
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
体
箇
所
数
は
二
十
二
で
あ
る
。
ま
た
、
全
館 

 

に
お
い
て
、
案
内
標
識
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
そ
の
設
置
場
所
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。 




